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令和 5年度那覇市長賞選定・販売促進事業 仕様書 

 

 本仕様書は、令和5年度那覇市長賞選定・販売促進事業（以下、「本事業」という。）の業務を実施するにあた

り、以下のとおり仕様を定めるものである。 

 

1 事業目的 

市内事業者が開発した商品の中から優良な商品を選定し、那覇市長賞を授与することで、事業者の新商品

開発及び販売の意欲喚起を図る。併せて、那覇市長賞の認知度向上を図ることで、特産品のブランド力を高

め、本市特産品の消費促進及び販路開拓につなげる。 

令和5年度は公募時に市民による推薦も可能とし、潜在的な優良商品の掘り起こしによる事業効果の拡大

を目指す。 

 

2 業務内容 

本事業においては、以下の4つの業務を実施する。 

（1）「那覇市長賞」候補商品の募集及び審査会実施業務 

    市内事業者の商品を広く公募し、那覇市長賞及び那覇市長賞候補商品の審査会を行うこと。 

① 「那覇市長賞」候補商品の募集 

ア．本市内で、全部または一部が、生産･製造･加工された商品（以下、「本市地場産品等」という。）の

うち、概ね5年以内に開発、販売された商品を那覇市長賞候補商品として募集すること。 

   なお、市民より推薦のあった上位 10商品程度について、那覇市長賞選定要綱（以下、「選定要綱」

という。) 第2条の要件を満たすものか確認し、商品を生産する事業者へ応募について声掛けをす

ること。 

イ．募集する際に利用する広報物（ホームページやチラシ等）では、これまでの那覇市長賞受賞者の紹

介やコメントを記載するなどの工夫をすること。 

ウ．応募のあった事業者について、那覇の物産にかかる那覇市長賞選定要綱（以下、「選定要綱」とい

う。) 第2条の要件を満たすものか確認すること。 

 

②那覇市長賞候補商品の審査会の実施 

ア．那覇市長賞候補審査会（以下、「審査会」という。）を設置すること。 

イ．審査会において那覇市長賞及び那覇市長賞候補商品を審査すること。 

ウ．審査会の終了後、審査員に謝金等を支払うこと。 

エ．審査会の審査員は、5人以上10人以内とし、次に掲げる(ア)～(カ)から偏りなく選ぶこと。また、

審査員を構成する40％程度の割合を女性とすること。 

（ア）生産、製造業関係者 

（イ）小売、卸売業関係者 

（ウ）経済団体関係者 

（エ）商業系専攻学生または調理師専門学校学生 

（オ）市民及び消費者団体 

（カ）その他、本事業受託者が特に必要と認めた者 

オ．本市又は受託者において、候補商品の品質等に疑義がある場合、審査会実施前後に関わらず、両者

協議のうえ、必要な表示・衛生・品質検査等を実施し、その結果等を市に報告すること。 
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カ．審査会では「選定要綱」に沿って、評価・審査を行うこと。 

 

③「那覇市長賞」候補審査会の報告 

   審査会の結果等を本市に報告すること。 

 

（2）「那覇市長賞」及び那覇市長賞受賞商品の認知度向上及び販売促進業務 

①受賞シール・パンフレット等の製作業務 

那覇市長賞受賞シール（1商品1,000枚程度）、受賞を示す掲示物等（1商品1～2点）を製作し、那

覇市長賞受賞事業者へ提供すること。また、那覇市長賞パンフレット（2,000部程度）を製作し、本市

へ納品すること。 

シール、ポスター、パンフレットの仕様については、契約後に市と協議のうえ定めることとする。 

②イベント等実施業務 

イベント等を実施、または県内での祭り等へ参加し、那覇市長賞及び那覇市長賞受賞商品の認知度向

上及び販売促進を図るものとする。 

実施の際は、来場者に対し、来場者数のカウント及び那覇市長賞受賞商品へのアンケートを行い、集

計・分析・今後の展開案等を事業全体の報告書へ記載すること。 

     また、イベント等の実施にあたり、主催者との調整等は受託事業者において行い、イベント保険等に

も加入することとする。 

 

（3）追跡調査業務 

令和5年度に本事業において那覇市長賞を受賞した事業者（8事業者）へ、受賞商品のヒアリング調

査(文書・電話・訪問など)を実施し、当該商品の受賞年度及びその前後 2年間の売上実績及び実績をふ

まえた課題等について本市へ報告すること。 

 

（4）事務管理業務 

①実施計画の策定 

業務責任体制、業務内容及び事業スケジュール等を示した実施計画を策定すること。 

②業務責任体制の明確化等 

本業務の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者及び作業者を定めるとともに業務責任体

制を明らかにし、契約期間中は、専任の担当者(本市との連絡調整担当者)を配置すること。 

なお、業務にあたる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴を有する代替者を充

てられる体制を整えること。 

③業務進捗状況の報告 

業務進捗状況の報告、協議のため、メールや電話・会議を必要に応じて開催すること。 

④許認可手続き 

本業務の実施に必要となる法令等の規定に基づく申請や許認可手続きは受託事業者が責任をもって手

続きすること。 

⑤ドキュメント類の整備と保存 

本業務で使用した帳票、図画、写真、議事録等のドキュメント類は、整理保存すること。 

   ⑥業務分析報告 

     イベント等の実施時のアンケート調査を含め、本業務の実施内容について分析を行い、課題や今後の
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展開等に関する提案を報告書に記載すること。 

⑦業務完了報告 

本業務が完了したときは、次に掲げる成果物を速やかに本市に報告及び提出すること。 

ア．事業完了報告書（正本１部、電子ファイル） ※経費明細書を含む 

イ．那覇市長賞のＰＲツール（ポスター・チラシ等の現物 各1組） 

ウ．那覇市長賞受賞シール・掲示物等・パンフレット（一式） 

エ． その他、本事業において制作したもの 

 

3 成果目標 

・ 那覇市長賞申込件数：１７件以上 

・ 令和5年度那覇市長賞受賞商品の翌年の販売実績（金額）前年比 10％増 

※成果目標については次年度評価するが、目標達成を目指す取り組みを行うこと。 

 

4 業務実施における留意事項 

(1)仕様書の内容について 

本仕様書に記載されている業務内容は、企画提案のために設定したものであり、本契約時の仕様書とは異な

る場合がある。 

 

(2)資料の提出及び説明等の協力について 

本業務は沖縄振興特別推進交付金（以下、「一括交付金」という。）を活用するものであり、交付金の適正な

執行を確認するために本仕様書に定める成果物以外にも、必要に応じて資料の作成等を求める場合がある。そ

の際は求めに応じて積極的に協力すること。 

 

(3)経費対象及び帳票取扱 

本業務の実施に係る一切の経費（調査費、消耗品費、通信運搬費等)は契約金額に含む。また、経費支出にお

ける見積書、契約書、納品書、請求書等の支出関連帳票は、本市からの照会対応として契約期間終了後 5年間

は整理保存すること。 

なお、経費支出については、一括交付金の制度対象とならない場合があることから、疑義ある時または必要

に応じて本市に照会すること。 

 

(4)契約不適合責任  

本事業における請負業務に関しては、契約不適合責任が生ずる。 

 

(5)業務適用範囲の確認 

本仕様書に記載のない事項であっても、社会一般に実施される業務項目は本業務の範囲とする。なお、当該

項目について疑義があるとき、受託者は本市と協議することができる。 

 

(6)個人情報の取扱い 

本業務の実施にあたり、収集した個人情報等については、適正な管理のもとで取り扱い、本業務の目的以外

には使用しないこと。 

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に
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漏らしてはならない。業務終了後においても同様とする。 

 

(7)業務の再委託 

受託者は業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先

の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて本市へ報告し、承諾を得なければならない。 

 

(8)業務成果の帰属等 

① 取得財産及び著作権の帰属 

本業務で取得した全ての財産は、原則として本市へ帰属するものとする。また、本件業務の実施によ

り生じた著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、本市へ帰属する。 

ただし、受託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権は除く。 

② 著作権等の処理 

第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処理するもの

とし、本市は責任を負わない。 

 

 (9)安全の確保及び報告 

  イベント等の実施時には、規模に応じたイベント保険等に加入するとともに、会場及び設備並びに来場者の 

安全を確保すること。また、事故等が発生した場合は速やかに対応し、対応状況を本市へ報告すること。 

 

(10)双方協議 

本業務の実施にあたり疑義等が生じた場合は、本市及び受託者双方協議のうえ決定する。 


